
 重 要 事 項 説 明 書  

（短期利用認知症対応型共同生活介護並びに 

介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護用） 
 

当事業所の短期利用認知症対応型共同生活介護事業並びに介護予防短期利用認知症対応型共

同生活介護事業（以下「短期利用認知症対応型共同生活介護事業等」という。）のサービス内容等

重要事項について、利用される方と契約を締結する以前に、説明をいたします。 

 

１ 本事業の運営主体 

名    称 社会福祉法人 江戸川豊生会 

代 表 者 氏 名 理事長 柳内光子 

事務所の所在地 

（電話番号等） 

東京都江戸川区臨海町１－４－４ 

電話番号 ０３－３８０４－０７０２ 

ＦＡＸ  ０３－５６５９－４１３２ 

法人設立年月日 平成９年８月８日 

 

２ サービスを実施する事業所 

 

(1) 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 グループホーム 福楽園コスモス 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 
０８７２３０００２５ 

事 業 所 所 在 地 

茨城県潮来市上戸１９２１番地１ 

電話番号 ０２９９－６４－６７６７ 

ＦＡＸ   ０２９９－８０－３２００ 

 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

 ・法令遵守 

 ・対象者 

本事業は、要介護者（要支援者）であって認知症であるものに対して、

関係法令及び「潮来市指定地域密着型サービス事業等の運営等に関する基

準を定める条例」を遵守のうえ、共同生活住居において家庭的な環境と地

域との交流の下で、個別の介護計画等に基づいた入浴・排泄・食事等の介

護及び生活上の支援並びに機能訓練を行うことにより、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的としま

す。 

運 営 の 方 針 

 

１ 事業の実施に当たっては、認知症である本人の意思及び人格を尊重 

し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 

２ (介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護計画の作成及びサー

ビスの実施に際しては、利用者・家族へ事前説明し同意を得ます。 

３ 事業の実施に当たっては、地域や近隣との結びつきを重視し、また、

潮来市、地域包括支援センター並びに保健医療サービスを提供する者

との綿密な連携を図り、利用者への総合的なサービスの提供に努めま

す。 



(3)事業所の施設概要 

建  物  構  造 木造鉄筋コンクリート造平家建 

敷  地  面  積 ６２４．９２㎡ 

開  設  年  月  日 ２０００年４月１日 

ユ   ニ    ッ  ト   数 ２ユニット 

延  べ  床  面  積 ６２４．９２㎡ 

居     室     数 １８室 

共   同   生  活    室
（兼 台所・食堂・機能訓練室） 

３１．０５㎡ ・ ３１・０５㎡ 

浴          室 ９．９４㎡ ・ ９．９０㎡ 

事      務        室 １７．４３㎡ ・ ８．３５㎡ 

 

(4)サービス提供時間、利用定員 

サービス提供 時間 ２４時間体制 

日 中 時 間 帯 ６時～２１時３０分 

利用定員  内 訳 １８名（１ユニット９名）   

 

(5)事業所の職員体制 

 

代表者 

 

 

 理事長  柳内 光子 

 

職 職 務 内 容 人 員 数 

管理者 

 

 

 

１ 従業者及び業務の実施状況の把握その他の業務の管理を

一元的に行います。 

 

２ 従業者に、法令等において規定されている(介護予防)認

知症対応型共同生活介護事業等の実施に関し、遵守すべき

事項について指揮命令を行います。 

 

常 勤 ２名 

 

（介護職を 

兼務） 

計画作成担 

当者 

 

１ 適切なサービスが提供されるよう、利用者・家族の同意

を得て、利用者個別の介護計画を作成します。 

 

２ 連携する介護老人福祉施設、医療機関等との連絡・調整を

行います。 

常 勤 ２名 

介 護 職 を 兼

務。 

１名は介護支

援専門員の資

格を有する。 

介護従業者 
1 利用者の有する能力に応じた必要な介護および世話、支援

を行います。 

配置基準を満

たす数。 

 

 

 

 

 

 

 



(6)勤務時間 

勤務形態 勤務時間 

早番 ６：００ ～ １５：００ 

日勤 ８：３０ ～ １７：３０ 

９：００ ～ １４：４５ 

９：００ ～ １５：００ 

９：００ ～ １６：３０ 

遅番１ １２：００ ～ ２１：００ 

遅番２ １２：３０ ～ ２１：３０ 

夜勤 ２１：００ ～  ６：００ 

 

３ 提供するサービスの内容及び費用について 

 

(1) 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

「（介護予防）短期利用認知

症対応型共同生活介護計画」

の作成 

1 サービスの提供開始時に、利用者の心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて、利用者及び家族と介護

従事者との協議の上、支援の目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容等を記載した（介護予防）短

期利用認知症対応型共同生活介護計画を作成します。ま

た、地域における活動への参加の機会の確保等に配慮しま

す。 

2 利用者に応じて作成した（介護予防）短期利用認知症対応

型共同生活介護計画について、利用者及びその家族に対し

て、その内容を説明し、同意を得ます。 

3 (介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護計画を作成

した際には、当該介護計画を利用者に交付します。 

4 (介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護計画作成後

においても、状態に変化があった際など、必要に応じて介

護計画の変更を行います。  

食       事 

1 食事の盛り付け、配膳、下膳、食器洗浄等は、できるだけ

利用者と職員が共同で行います。 

2 摂食・嚥下機能その他の利用者の身体状況、嗜好を考慮し

た食事を適切な時間に提供します。 

3 可能な限り離床して共同生活室で食事をとることを支援

します。 

4 食事の自立に必要な支援を行い、生活習慣を尊重した適切

な時間に必要な時間を確保し、共同生活室で食事をとるこ

とを支援します。 

日常生活

上の介護 

食事の提供及び

介助 

1 栄養素やカロリー、季節に相応しい食事の提供に配慮し、ま

た、介助が必要な利用者に対して介助を行います。 

2 嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。 

入浴の提供及び

介助 

 事前に健康管理を行い、１週間に２回以上、適切な方法で 

入浴の提供又は清拭、洗髪などを行います。 

排せつ介助 
自立排泄支援を踏まえ、介助が必要な利用者に対して、ト

イレ誘導やおむつ交換を行います。 



離床・着替え・

整容等 

1 寝たきり防止のため、できる限り離床していただくよう

に、生活リズムに配慮します。 

2 家庭での生活と同様に、朝夕の着替えのほか、必要時に着

替えを行います。 

3 個人の尊厳に配慮し、適切な整容が行われるように援助し

ます。 

4 シーツ交換は、週１回行い、汚れている場合は随時交換し

ます。 

移動･移乗介助 
介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへの移乗

等の介助を行います。 

服薬介助等 
服薬が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬の

介助、服薬の確認を行います。 

機能訓練 
日常生活動作の

訓練 

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため、日常

生活動作の訓練を行います。 

健康管理 

受診の支援 

1 事業所は利用者が病気又は負傷等により検査や治療が必

要となった場合、その他必要を認めた場合は、利用者の主

治医又は事業者の協力医療機関において必要な治療が受

けられるよう支援します。 

2 事業者は利用者に健康上の急変があった場合は、消防署も

しくは適切な医療機関と連絡をとり、救急治療あるいは緊

急入院が受けられるようにします。 

その他 

1 利用者の選択に基づき、趣味･趣向に添った創作活動等の

場を提供します。 

2 利用者と介護者が、良好な人間関係と家庭的な生活環境の

中で日常生活が過ごせるよう、料理や食事、掃除、洗濯、

買い物、レクリエーション、外食、行事等を共同で行える

よう努めます。 

3 利用者・家族が必要な行政手続き等を行うことが困難な場

合、同意を得て代行します。  

4 常に利用者の心身の状況や置かれている環境等の的確な

把握に努め、利用者、家族に対し、その相談に応じるとと

もに、必要な支援を行います。 

5 常に家族との連携を図り、利用者・家族との交流等の機会

を確保します。  

6  季節の変化に合わせた年間行事を計画します。 

  また、計画には、利用者の意見・要望を取り入れます。  

7 地域における活動への参加の機会を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（2）介護保険給付サービス利用料金 

「重要事項説明書別紙」をご確認ください。 

 

４ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）その他の費用の請求及び支払い方法に

ついて 

① 利用料、利用者負担額

（介護保険を適用する

場合）、その他の費用の

請求方法等 

 

ア 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びそ

の他の費用の額はサービスごとに計算し、利用月ごとの合

計金額により請求いたします。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月 10日

頃に利用者またはご家族様等宛にお届け（郵送）します。  

② 利用料、利用者負担額

（介護保険を適用する

場合）、その他の費用の

支払い方法等 

 

ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者

控えと内容を照合のうえ、請求月の 20日までに、下記のい

ずれかの方法によりお支払い下さい。 

(ア)事業者指定口座への振り込み 

  振込先   筑波銀行 潮来支店  普通預金 

  口座番号  846460 

  口座名義人 福楽園コスモス 施設長 堀越美幸 

(イ)利用者指定口座からの自動振替 

※金融機関の手続きが完了するまでは現金支払い又は（ア） 

となります。 

イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、

領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願い

します。（医療費控除の還付請求の際に必要となることがあ

ります。） 
 

※ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、

正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの督促

から１４日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分

をお支払いいただくことがあります。 

 

５ 入退居に当たっての留意事項 

（1） (介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護等の対象者は要介護者（要支援者）であ

って認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者とし、

次のいずれかに該当する者は対象から除かれます。 

 ①認知症の症状に伴う著しい精神症状を伴う者 

 ②認知症の症状に伴う著しい行動異常がある者 

 ③認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者 

（2） 入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症の状

態にあることの確認を行います。 

（3） 入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対して自ら必要なサービ

スの提供が困難であると認められた場合は、他の適切な施設、医療機関を紹介する等の

適切な措置を速やかに講じます。 

（4） 利用者の退居に際しては、利用者及びその家族の希望、退居後の生活環境や介護の連続



性に配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等や保健医療、福祉

サービス提供者と密接な連携に努めます。 

 

６ 衛生管理等 

（1）衛生管理について 

利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管

理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

（2）感染症対策マニュアル 

ノロウイルス・インフルエンザ等の感染症予防マニュアルを整備し、従業者に周知徹

底しています。また、従業者への衛生管理に関する研修を年２回行っています。 

 

（3）他関係機関との連携について 

事業所において食中毒及び感染症が発生し又は蔓延しないように必要な措置を講じま

す。また、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保

健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

７ 緊急時の対応方法について 

(介護予防)単位利用認知症対応型共同生活介護等の提供中に、利用者の病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるととも

に、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。また、主治医への連絡が困難な場合は、

救急搬送等の必要な措置を講じます。 

 

８ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する短期利用認知症対応型共同生活介護等の提供により事故が発生した場合は、

潮来市及び利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。事故については、

事業所として事故の状況、経過を記録し、原因の分析、再発防止のための取り組みを行いま

す。 

また、事業所の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした

場合には損害賠償を速やかに行います。 

【協力医療機関】 

（協力医療機関一覧） 

 

医療機関名 釼持医院 

 所 在 地 茨城県行方市麻生 1555-4 

 電話番号 0299-72-0805 

 

医療機関名 社会福祉法人白十字会 白十字総合病院 

 所 在 地 茨城県神栖市賀 2148 

 電話番号 0299-92-3311 

 ﾌｧｯｸｽ番号 0299-93-4797 

 

【協力歯科】 

 

 

医療機関名 大崎歯科医院 

 所 在 地  茨城県潮来市新宮 1224-2 

 電話番号 0299-66-6479 

 



なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

保険会社名 あいおいニッセイ同和損保 

保険名 介護保険・社会福祉事業者総合保険 

補償の概要 対人・対物事故、管理財物の損壊等 

 

９ 非常災害対策 

（1）事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、防災に関する取り組みを行い

ます。 

防火管理者  氏名：川久保 健正 

（2）火災、地震、風水害等の災害に対処するため、防災計画等を作成して消防署に届け、関

係機関への通報及び連携体制を整備し、計画について定期的に従業員に周知します。 

（3）年２回以上の避難・誘導・消火等必要な訓練を行います。 

 

10 サービス提供に関する相談、苦情について 

提供した短期利用認知症対応型共同生活介護等に係る利用者及びその家族からの相談及び 

苦情を受け付けるための窓口を、次のとおり常時設置します。 

(1) 苦情処理の体制 

ア 苦情解決責任者  施設長  堀越 美幸 

イ 苦情受付担当者  グループホーム長  渡辺 みどり 

（2）第三者委員の設置 

   平山 勝恵   電話 080-1159-0078 

   柏崎 義一   電話 0299-66-2322 

（3）公的機関の苦情申立の窓口 

【市区町村（保険者）の窓口】 

潮来市役所 介護保険課 

所 在 地 潮来市辻６２６ 

電話番号 ０２９９－６３－１１１１ 

ﾌｧｯｸｽ番号 ０２９９－６３－３２１７ 

受付時間 ８：３０～１７：１５(土日祝は除く) 

【公的団体の窓口①】 

国民健康保険団体連合会 

所 在 地 水戸市笠原町９７８－２６ 

電話番号 ０２９－３０１－１５６７ 

受付時間 ９:００～１７:００(土日祝は除く) 

   

【公的団体の窓口②】 

  茨城県社会福祉協議会 

   運営適正化委員会 

所 在 地 水戸市千波町１９１８ 

電話番号 ０２９－２４１－８５２９ 

ﾌｧｯｸｽ番号 ０２９－２４１－４４５６ 

受付時間 ９：００～１７：００(土日祝は除く） 

11 情報公開について 

  事業所において実施する事業の内容、事業計画書、予算書等については、受付窓口、機関

誌及び法人・施設ホームページ等において公開します。 

 

 

 



12 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する秘

密の保持について 

 

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報

の保護に関する法律」及び法人の「個人情報の保

護に関する規程」等に基づき、適切な取り扱いに

努めます。 

② 事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由

なく、第三者に漏らしません。 

③ この秘密を保持する義務は、従業者でなくなった

後においても、また、サービス提供契約が終了し

た後においても同様とします。 

② 個人情報の保護について 

 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等において、利用者の個

人情報を用いません。また、利用者の家族から予

め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議

等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報

が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記

録を含む。）については、善良な管理者の注意を

もって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩

を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求め

に応じてその内容を開示することとし、開示の結

果、情報の訂正、追加または削除を求められた場

合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必

要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示

に際して複写料などが必要な場合は利用者の負

担となります。) 

 

13 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。 

 

（1） 虐待防止に関する責任者を任命します。 

虐待防止に関する責任者 グループホーム長  渡辺 みどり 

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 苦情解決体制を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。それらの研修等

を通じて、従業者の人権意識の向上や、知識・技術の向上に努めます。 

（5） 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

（6） 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者

等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

 

14 身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷や他害等のお



それがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考え

られるときは、利用者及び家族に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意し

て、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘

束の時間、経過観察や検討内容を記録し、完結の日から５年間保存します。 

また事業者として、身体拘束をなくすための取り組みを積極的に行います。 

 

（1） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危

険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ

ことを防止することができない場合に限ります。 

（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった

場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

15 地域との連携について 

運営に当たっては、地域住民との連携及び協力を行う等地域との交流に努めます。 

 

16 サービス提供の記録 

（1）短期利用認知症対応型共同生活介護等を提供した際には、提供した具体的なサービス内

容等の記録を行うこととし、その記録は完結の日から３年間保存します。 

（2）利用者及び利用者ご家族等は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び

複写物の交付を請求することができます。 

 

17 第三者評価による評価の実施状況 

   実施した年月日    令和６年１０月 

   実施した評価機関   一般社団法人 いばらき社会福祉サポート 

   評価結果の開示状況  有り。 

  

18 当施設ご利用の際の留意事項 

項目 内容 

面会等 10時～15時までとなっております。ご来園の際は、インターホンでお知ら

せ下さい。また、その都度面会簿にご記入をお願いします。 

外出 外出は、当日のお申し出も可能ですが、外出の準備等がありますので、なる

べくお早めにお願いします。 

 

飲酒・喫煙 

アルコールは、夕食時から就寝前までの時間に、リビングルームでお飲み頂

けます。飲酒の量につきましては、健康面の配慮から一定の制限をさせて頂

きます。 

喫煙はご遠慮下さい。 

迷惑行為等 騒音等、他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみに他

の入居者の居室等に立ち入らないようにして下さい。 

現金等の管理 高額現金の持ち込みは、盗難等の配慮からご遠慮願います。 

宗教活動   

政治活動 

思想・信条・宗教は個人の自由ですが、他の入居者への布教・勧誘・宣伝活

動はご遠慮下さい。 



動物等の飼育 衛生上、ペットの飼育はお断りします。 

ハラスメント 

行為 

他の入居者及び職員に対して、一般的にセクハラ・カスハラとみなされる言

動（性的な言動）はお断りします。 

嗜好品等の 

差し入れ 

嗜好品等の差し入れについては、健康上の配慮から、職員が保管させて頂く

場合があります。また、差し入れをお持ち頂いた際は、職員にお声掛けをお

願いします。生物については、衛生管理上、一度に召し上がれる量とさせて

頂きます。 

 

19 重要事項説明の年月日 

 

この重要事項説明書の説明年月日      

 

上記内容について、利用者に説明を行いました。 

 

 

事業者 

説明者 

 

 

社会福祉法人 江戸川豊生会 グループホーム 福楽園コスモス 

                 管理者          印 

  

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利用者 

住 所 
 

氏 名 印 

 

代筆者 氏 名 

 

                          印 

                続柄（       ） 

 

家族（利用者

ご家族様等） 

または代理人 

住 所 
 

氏 名 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 緊急連絡先 

  利用者に様態変化があった際や、事故が起こった際など、必要時には下記の緊急連絡先

に連絡します。 

   

   

第一連絡先 

住 所 
 

電話 

番号 
 

氏 名 印 

 

第二連絡先 

住 所 
 

電話 

番号 
 

氏 名 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



重 要 事 項 説 明 書 別 紙 

 

介護保険給付サービス利用料金 

≪（介護予防）短期利用認知症対応型共同生活介護費≫ 

要介護度 
所定単位 

（1日単位） 

利用者 

負担額 

１割負担 

30日換算 

利用者 

負担額 

2割負担 

30日換算 

利用者 

負担額 

3割負担 

30日換算 

 

（介護予防）短期利用認知症対応

型共同生活介護費 

（Ⅱ） 

要支援２ 

 

777単位 23,310円 46,620円 69,930円 
要介護１ 

 

 

781単位 23,430円 46,860円 70,290円 

要介護２ 817単位 24,510円 49,020円 73,530円 

要介護３  841単位 25,230円 50,460円 75,690円 

要介護４ 858単位 25,740円 51,480円 77,220円 

要介護５ 874単位 26,220円 52,440円 78,660円 

 

 ≪(介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護≫ 

加算の種類 加算及び算定の内容 
利用者負担（1割の場合） 

単位数 金額 

入院時費用 

入院後、3ヶ月以内に退院が見込まれる場合で、退

院後の再入居の受入体制を整えている際に、1月に

6日を限度として算定される加算料金です。 

246単位/日 246円/日 

医療連携体制加算 

（Ⅰ）イ 

事業所の職員として看護師を常勤換算で1名以上

配置していること。 
57単位/日 

1,710円/30

日 

医療連携体制加算 

（Ⅰ）ロ 

事業所の職員として看護職員を常勤換算で1名以

上配置していること。 
47単位/日 

1,410円/30

日 

医療連携体制加算 

（Ⅰ）ハ 

事業所の職員として、または病院、診療所若しく

は訪問看護ステーションとの連携とより、看護師

を1名以上確保していること。 

37単位/日 
1,110円/30

日 

医療連携体制加算 

（Ⅱ） 

 

医療連携体制加算(Ⅰ)のいずれかを算定している

事が条件。 
5単位/日 150円/30日 

高齢者施設等感染対

策向上加算（Ⅰ） 

 

(1)感染症法第６条第１７項に規定する第二種協

定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等

の対応を行う体制を確保している 

(2)協力医療機関等との間で新興感染症以外の一

般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとと

もに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携

し適切に対応している 

(3)<診療報酬における感染対策向上加算>または<

外来感染対策向上加算>に係る届出を行った<医療

機関>または<地域の医師会>が定期的に行う院内

感染対策に関する<研修>または<訓練>に１年に１

回以上参加していることで算定される加算料金で

す。 

10単位/月 10円/月 



高齢者施設等感染対

策向上加算（Ⅱ） 

 

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を

行った医療機関から、３年に１回以上施設内で感

染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導

を受けていることで算定される加算料金です。 

5単位/月 5円/月 

新興感染症等施設療

養費 

 

入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症※に

感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行

う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染し

た入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で

、該当する介護サービスを行った場合に、１月に

１回、連続する５日を限度として算定される加算

料金です。 

※ 現時点において指定されている感染症はない 

240単位/日 240円/日 

生産性向上推進体制

加算（Ⅰ） 

 

① (Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業

務改善の取組による成果が確認されている 

② 見守り機器等のテクノロジーを複数導入して

いる 

③ 職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手

の活用等）の取組等を行っている 

④ 1年以内ごとに１回、業務改善の取組による効

果を示すデータの提供（オンラインによる提

出）を行うことで算定される加算料金です。 

100単位/月 100円/月 

生産性向上推進体制

加算（Ⅱ） 

 

① 利用者の安全ならびに介護サービスの質の確

保および職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の開催や必要な安全対策を

講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づ

いた改善活動を継続的に行っている 

② 見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入

している 

③ 1年以内ごとに１回、業務改善の取組による効

果を示すデータの提供（オンラインによる提

出）を行うことで算定される加算料金です。 

10単位/月 10円/月 

生活機能向上連携 

加算(Ⅰ)  

 

計画作成担当者が、指定訪問リハビリテーション

事業所、指定通所リハビリテーション事業所また

はリハビリステーションを実施している医療提供

施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とし

た介護計画を作成し介護計画に基づく介護を行っ

た場合に算定される加算料金です。 

100単位/月 100円/月  

生活機能向上連携 

加算(Ⅱ) 

訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテ

ーションを実施している事業所又はリハビリテー

ションを実施している医療提供施設の医師、理学

療法士・作業療法士又は言語聴覚士、が訪問し、

計画作成担当者と身体状況等の評価を共同して行

い、計画作成担当者が、生活機能の向上を目的と

した認知症対応型共同生活介護計画を作成するこ

とで算定される加算料金です。 

生活機能向上連携加算(Ⅰ)を算定している場合は

算定しない。 

200単位/月 200円/月 



夜間支援体制加算 

（Ⅱ） 

人員配置要件について、現行の算定要件に加え、

下記の要件を満たし、夜勤を行う介護従業者が最

低基準を０．９人以上上回っている場合にも算定

を可能とする。 

・見守り機器の利用者に対する導入割合が１０％ 

・利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保

および職員の負担軽減に資する方策を検討するた

めの委員会を設置し、必要な検討等が行われてい

る際に算定される加算料金です。 

25単位/日 750円/30日 

認知症行動・心理症状

緊急対応加算 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるた

め、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用

認知症対応型共同生活介護を利用することが適切

であると判断した場合に、入居を開始した日から

起算して７日を限度に算定される加算料金です。 

200単位/日 200円/日 

若年性認知症利用者

受入加算 

受け入れた若年性認知症利用者毎に担当者を定め

、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合に

算定される加算料金です。 

120単位/日 
3,600円/30

日 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が

70％以上、または勤続10年以上の介護福祉士が25%

以上あることで算定される加算料金です。 

22単位/日 660円/30日 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅱ） 

介護の職員の総数のうち、常勤職員の占める割合

が60％以上であることで算定される加算料金です

。 

18単位/日 540円/30日 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅲ） 

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が

50％以上、または常勤職員が75%以上、または勤続

7年以上の職員が30％以上で算定される加算料金

です。 

6単位/日 180円/30日 

介護職員等 

処遇改善加算（Ⅰ） 
当該加算の算定要件を満たす場合の１月当たり

の加算料金です。 
※加算Ⅰ～Ⅲのいずれか１つを算定する。 
※当該加算は、区分支給限度額の算定対象から
は除かれます。 

所定単位数の

14.0％を加算 

 

介護職員等 

処遇改善加算（Ⅱ） 

所定単位数の

13.6％を加算 

介護職員等 

処遇改善加算（Ⅲ） 

所定単位数の

11.3％を加算 

介護職員等 

処遇改善加算（Ⅳ） 

所定単位数の

9.0％を加算 

業務継続計画未実施

減算 

 

・以下の基準に適合していない場合 

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に

対するサービスの提供を継続的に実施するための

、および非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（業務継続計画）を策定する 

② 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる 

※ 2025年3月31日までの間、感染症の予防および

まん延の防止のための指針の整備および非常災害

に関する具体的計画の策定を行っている場合には

、減算を適用しない 

所定単位数の

3％に相当す

る単位数を減

算 

 

高齢者虐待防止措置

未実施減算 

 

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の

措置が講じられていない場合 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催する

所定単位数の

1％に相当す

る単位数を減

算 

 



とともに、その結果について従業者に周知徹底を

図る 

・虐待の防止のための指針を整備する 

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期

的に実施する 

・上記措置を適切に実施するための担当者を置く 

身体拘束廃止未実施

減算 

 

身体拘束等の適正化を図る為、運営基準に定めた

以下に違反した場合は、減算となります。 

① 身体拘束を行う場合には、その態様及び時間そ

の際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由を記録すること。 

② 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を3月に1回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護職員その他従業者に周知

徹底を図ること。 

③ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備す

ること。 

④ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等

の適正化のための研修を定期的に実施するこ

と。 

所定単位数の

1割の減算 
 

1単位は、地域区分別の単価（その他）10.0円となっています。 

 

(3)その他の費用について 

以下の金額は利用料金の全額が利用者の負担になります。 

① 居室利用料 日額 1,300円  

② 食費 

1日当たり 1,495円 

朝食 345円 昼食 600円 夕食 500円 おやつ 50円相当 

2 日前までに欠食のご連絡があった際は、欠食分の食費は頂戴致しま

せん。 

③ 水道光熱費 日額 333円 

④ 共益費 
日額 166円  

保守点検費・火災保険・定期清掃・修繕費・消耗器具備品費・車両費 

⑤ 理美容費 実費 

⑥ おむつ代 実費 持ち込み可 

⑧その他 

○日常生活において通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担

することが適当と認められるもの。 

・利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの。 

・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なもの。 

○コピーサービス 1枚 10円 

○写真代     1枚 10円 

※利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料（個別の費 

用ごとに区分）について記載した領収書を交付します。 

※法定代理受領サービスに該当しない指定短期利用認知症対応型共同生活介護等に係る利用料の支払い

を受けた場合は、提供した指定短期利用認知症対応型共同生活介護等の内容、費用の額その他必要と

認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者又はその家族に対して交付します。 

※利用期間中に入院となった場合は、当該日より退所となります。 


